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タワマン節税の基本的な考え方 

 

国税庁が「タワマン節税」による相続税対策

を封じるため、タワーマンションの相続税評価

の計算式を導入します。2024年1月1日以降、

相続税評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍

以上の場合には相続税評価額が上がり、高層階

ほど相続税額が増える見通しです。 

相続税法では、相続財産の評価は「時価によ

る」と規定されています。現金や上場株式に比

べて土地や建物は評価が難しく、建物は固定資

産税評価額を、土地は路線価を使って計算しま

す。 

新しい計算式の最大のポイントは、実勢価格

を反映する指標の導入です。これは、まず築年

数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖

離の割合、乖離率を計算すること、その結果と

して、乖離率が1.67倍以上であった場合、従来

の計算による相続税評価額に乖離率と0.6を掛

けることです。この結果として、一戸建ての平

均的な乖離率である1.66倍にそろえることに

なります。 

 逆に言いますと、乖離率が1.67倍未満であれ

ば、従来の計算による相続税評価額を使うとい

うことです。 
 

【計算の手順】 

①乖離率の計算 

②乖離率に応じた相続税評価額の計算（２種類） 

・乖離率1.67倍以上であった場合：従来の計算に

よる相続税評価額に乖離率と0.6を掛けた価額

で評価 

・乖離率1.67倍未満であった場合：従来の計算に

よる価額で評価 

 

ここで乖離率とは何か確認すると、これは、

従来の計算による相続税評価額の実勢価格に対

する倍率です。  

 

乖離率＝ 
実勢価格  

従来の計算による相続税評価額  

 

例えば、東京都内の築9年の43階建て高層マ

ンションの23階で、1億1,900万円の実勢価格

に対して相続税評価額が3,720万円となってい

たとしましょう。 

計算式に当てはめますと、1億1,900万円割

る3,720万円で、3.2倍ということになります。 

 

乖離率3.2倍＝ 
実勢価格1億1,900万円  

相続税評価額3,720万円  

 

乖離率は、評価水準の逆数という関係にあり

ます。不動産業者の用語によれば、評価水準は

圧縮率と呼ばれていました。つまり、乖離率は

圧縮率の逆数です。実勢価格1億1,900万円を

100％としますと、相続税評価額3,720万円は、

評価水準31％の水準にあります。 

 

評価水準31％＝ 
相続税評価額3,720万円  

実勢価格1億1,900万円  

 

ここで新しい計算式のルールに当てはめてみ

ますと、最初に乖離率1.67倍以上かどうかの判

定が行われます。 

この乖離率1.67倍というのは、評価水準で言

えば、1.67倍の逆数である60％となります。 

すなわち、相続税評価額が実勢価格の60％の

水準で評価されているということです。 

乖離率1.67倍以上になるかどうかの判定は、

その逆数である評価水準60％を下回っている

かどうかの判定ということです。60％を下回る

 

税制改正 

タワマン節税の税制改正 
 

 
国税庁が「タワマン節税」による相続税対策を封じるため、タワーマンションの相続

税評価の計算式を変更します。今後、どのように計算されるのでしょうか。 



というのは評価が低すぎると考え、60％が下限

に設定されたのです。 

3.2倍のケースでは、1.67倍以上と判定され

ますので、60％水準まで修正する計算が行われ

ます。すなわち、乖離率と0.6を乗じることにな

り、相続税評価額3,720万円に、乖離率3.2倍

と0.6を掛けた7,140万円が新しい相続税評価

額となります。従来3,720万円でしたが、新し

い計算式によれば7,140万円になるため、相続

財産は約２倍に膨らむということです。 

 

乖離率の計算式 

 

国税庁によれば、居住用のタワーンマンショ

ンの乖離率は、次の計算式によって評価するも

のとしています。 

 

・新しい相続税評価額＝従来の相続税評価額 

✕乖離率✕最低評価水準 

・最低評価水準＝0.6 

・乖離率＝（築年数×△0.033）＋（総階数指数

×0.239）＋（所在階×0.018）＋（敷地持分狭

小度×△1.195）＋3.220 

・総階数指数＝総階数÷33（ただし1.0が上限） 

・敷地持分狭小度＝敷地利用権の面積（マンショ

ン全体の敷地面積×持分割合）÷建物の専有面

積 

（※）最低評価水準と乖離率は、固定資産税評価

の見直し時期に併せて見直される。 

 

これは、築年数掛けるマイナス0.033、総階

数指数掛ける0.239、所在階掛ける0.018、敷

地持分狭小度掛けるマイナス1.195の総合計額

に3.22を加算したものとなります。 

総階数指数というのは、マンションの総階数

を33で割ったもので、1.0が上限となります。 

また、敷地持分狭小度は、マンション全体の

敷地面積に、持分割合を掛けて「敷地利用権の

面積」を算出し、これを建物の「専有面積」で

割ったものです。 

なぜこのような難しい計算を行うのかと言う

と、実勢価格を推測するためです。相続財産と

なったタワーマンションは、売買の対象となっ

ているわけではないため、正確な実勢価格がわ

かりません。それゆえ、「このタワーマンショ

ンを売ったとすれば、いくらぐらいで売却でき

るか」売買価格を推測しようとしているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計算式によれば、以下のケースでは乖離

率が大きくなります。すなわち、築年数が浅い

とき、マンション全体が高層であるとき、所有

階が高層であるとき、敷地持分狭小度が小さい

ときです。つまり、総戸数の多い超高層マンシ

ョンであれば、乖離率は1.67以上になる可能性

が高い、つまり、相続税評価額を大きく上回る

高い価格で売却できることを意味しています。 

 

新しい相続税評価額の計算例 

 

ここで、築年数3年、総階数29階、所在階10

階、持分狭小度0.147であり、従来の相続税評

価額が2,600万円であったマンションの新しい

相続税評価額を計算してみましょう。 

まずは乖離率です。 
 

乖離率＝（3年×△0.033）＋（（29階÷33）

×0.239）＋（10階×0.018） 

＋（0.147×△1.195）＋3.220 

＝△0.099＋0.21＋0.18＋△0.175＋3.220 

＝3.336 

 

次に、乖離率に応じた相続税評価額の計算で

す。乖離率3.336は1.67以上と判定されますか

ら、従来の相続税評価額かける乖離率かける0.6

の計算式が適用されます。 

すなわち、2,600万円かける3.336かける

0.6で、5,200万円となります。 
 



乖離率に応じた相続税評価額の計算 

（乖離率1.67以上） 

2,600万円×3.336×0.6＝5,200万円 

  
（公認会計士/税理士 岸田康雄著『相続生前対策パーフ
ェクトガイド』『富裕層のための相続税対策と資産運用」
より日本ビズアップが編集』） 



 

 

 

 

故人の生前にかかった高額な医療費は、手

続きをきちんと踏めば、亡くなった後でも一

定金額の還付を受けることができます。ただ

し、還付請求には時効（療養に必要な費用を

支払った月の翌月から 2 年以内）など、注意

すべき点がいくつかありますので、事前に確

認してから還付請求をする必要があります。 

 

■高額療養費制度とは 

高額療養費制度とは、１ヶ月間にかかった

自己負担の医療費が高額になってしまった場

合に、一定の金額（自己負担限度額）を超え

て支払った分が払い戻されて還付を受けるこ

とができるという制度です。 

国民健康保険や後期高齢者医療制度、医療

保険などの各種健康保険、いずれの加入者で

も対象となる制度です。高額療養費の還付対

象となるのは「保険適用分」です。 

保険外の食事代や差額ベッド代、先進医療

に係る費用等は対象外となります。 

 

■高額療養費の相続税における 

取り扱いや注意点 

高額療養費は、相続税に関連して次のよう

な取扱いや注意点があります。 

 

（１）高額療養費の還付金は相続財産になる 

故人の生前の医療費について、相続後に遺

族等の相続人が高額療養費の支給申請をおこ

なって高額療養費の支給を受けた場合、その

高額療養費は相続財産となります。 

高額療養費は、あくまで治療を受けた人＝

被相続人に対して支払われるものであるため、

被相続人の財産ということです。 

また、相続人が 1 人でない場合で、遺言書

や遺言書に高額療養費の還付についての指定

がない場合には、支給を受けた高額療養費は

土地や建物と同様に遺産分割協議を行う必要

があります。 

なお、扶養されている人が亡くなった場合

に、被保険者（健康保険に加入して扶養して

いる人）が受け取る高額療養費の還付金は、

故人の相続財産にはなりません。 

扶養されている人の高額療養費の還付金は、

扶養している被保険者の権利であるからです。 

通常は健康保険料を負担している人が療養

費も支払うことになるでしょうから、そう考

えると分かりやすいと思います。 

 

（２）高額療養費の還付金を受け取ると 

相続放棄ができない 

上記のとおり、高額療養費の還付金は相続

財産にあたります。そのため、相続放棄する

前に受け取ると相続放棄ができなくなります。 

相続放棄が認められた後でも、高額療養費

の還付金を受け取ってしまうと、相続する意

思があるとみなされて相続放棄が無効となっ

てしまう可能性があります。 

故人に多額の負債がある場合には、還付金

を受け取ることでその負債も相続することに

なってしまうため、特に注意する必要があり

ます。 

なお、扶養されている人が亡くなった場合

の高額療養費の還付金は、前述のとおり故人

の相続財産とはなりません。受け取っても相

続を放棄することは可能です。   

相続 Q&A 

亡くなった人の高額療養費は請求できますか？ 

高額療養費の還付金は 

相続財産になるので注意が必要です。 
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